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〈要  約〉

 中国の金融機関は多額の不良債権を抱えながら，WTO加 盟による競争の熾烈化に直面している。

これからの競争に勝ち抜 くために，中国の金融機関は国内外の金融機関との戦略的提携を通じて，

経営基盤の強化と金融サービスの多様化を図ろうとしている。本稿では，経営学的視点にたち中国

金融業界における戦略的提携の実態を補完資源獲得と組織学習という側面から分析し，中国金融業

界における戦略的提携の意義を明確にし，その将来発展の方向性を明らかにしたい。
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は じめ に

 中国では，社会主義市場経済体制 をめざす経済改革が行われ，著 しい経済発展 を遂げてきた。し

か し，計画経済体制から市場経済への経済改革だけがあまりに速 く先行 し，金融制度の改革が遅れ

ることによる齟齬が生 じることが多かった。従来 より中国金融業界においては，厳 しい分業経営の

規制により，競争よりは安全性 と健全性 を重んじる枠組が設けられている。その下で，各金融機関

の競争力が著 しく低 いというのが事実である。中国経済が さらに一段 と高い発展段階に躍進するた

めに，中国金融改革の 目標 として 「社会主義的市場経済に適 した金融 システムの確立」が打ち出さ

れた。

 そこで本稿では，経営学的視点にたち中国金融業界における戦略的提携の実態 を補完資源獲得 と

組織学習 という側面から分析 し，中国金融業界における戦略的提携の意義 を明確にし，その将来発

展の方向性を明らかにすることを主な目的 とする。

 本稿は，主に三つの部分から構成されている。
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 第1節 では,経 営学的視点か ら 「補完的な資源の獲得」「組織学習の実現」とい う二っのアプ

ローチを取 り上げ,戦 略的提携の理論的な検討 を行 う。

 第2節 では中国金融業界における戦略的提携の実態を中国金融機関の国際的提携 と国内金融機関

間の提携 とにわけて紹介 し,「補完的な資源の獲得」 と 「組織学習の実現」 とい う二つの論点から

中国金融業界における戦略的提携の意義 を考えたい。

 第3節 では中国金融業界における戦略的提携の問題点 と将来の発展方向について,提 示 したい。

1.戦 略的提携における理論的検討

1.1 本稿における戦略的提携の範囲

 本稿 における戦略的提携 とは,新 たな価値創造 （新製品,新 事業開発や コス ト削減）による競争優
                                     1）
位 を構築す るための外部企業 との企業間提携 を指す。Fredrick E. Webster[1992]の 定義 による

と合弁企業 を含む戦略的提携は系列よ り企業間関係が深いものであり,さ らにネットワーク組織,

垂直的統合まで発展 してい くものである。ネ ットワーク組織や合併吸収による垂直的な統合が組織

上戦略的提携 とは形が異なるものの,企 業間関係 という角度から考えると戦略的提携のより進んだ

発展段階 として理解することもできる。本稿においては,企 業問提携及び企業間提携商品,サ ービ

スの企業内部化 を目的 とす るネッ トワーク組織 企業グループなども含む多様な企業間関係,い わ

ゆる広義の戦略的提携 を研究対象 とする。

1.2 戦略的提携の一般理論
                                     2）
 戦略的提携の戦略的動機については,共 同研究や共同生産による規模の経済の獲得,取 引コス ト
              3）        4）                         5）
の削減による範囲の経済性の獲得,リ スクの分散,新 技術,新 市場への迅速なアクセスの確保,資
             6）                    7）
源の共有 と補完的な資源の獲得,組 織学習による知識の獲得 と創造などが挙げられる。近年戦略的

1）Fredrick E・Webster[1992]“The Changing Role of Marketing in the Corporation,” ノournal of

 Marketing, October, pp.5-10.

2） こ れ に 関 し て はGlaister, K. W..&Buckley, P. J.[1996]“Strategic Motives for International

 Alliance Formation”Journal of Management Studies, Vol.33, pp.301-332を 参 照 。

3） こ れ に 関 し て はHennart. J.[1991]“A Transaction Cost Theory of Joint Ventures：An Empiri-

 cal Study of Japanese Subsidiaries in the United States”Management Science, Vo1.37, pp.483-497

 を 参 照 。

4） こ れ に 関 し て はSeung Ho Chen, Roger（Rongxin）Chen, Scott Gallagher[2002]“Firm

 Resources as Moderators of the Relationship between Market Growth and Strategic Alliances in

 Semiconductor Start-ups”.4cademy of Management/ouynal 2002 Vo1.45, No.3, pp.527-545を 参 照 。

5） こ れ に 関 し て はAndrew C. Inkpen[2001]Strategic Alliances, In Hitt. M. A. Freeman, E.&

 Harrison, J. S.（Eds）Handbook of Strategic Management Oxford, UK：Blackwell Publishers, pp.

 409-432を 参 照 。
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提携に関す る理論は資源獲得理論 と組織学習理論が主流 となっている。今 までこの二つの理論は

別々のアプローチとして論 じられてきたが,こ の論文では組織学習理論を資源獲得理論の発展形態

と捉え,こ の二っ理論の内部的な関連性について考えてみることにした。

 1.2.1戦 略的提携 と 「資源獲得」

 厂資源獲得」理論の背景 には,伝 統的な競争優位理論  資源べ一ス理論の主張がある。その理
                               8）
論によると,組 織は異質資源 （有形と無形資産を含む）の集合体 であ り,.価値 のある,希 少 な,模
                         9）
倣できない資源は競争優位 とな り,利 益 を生む源泉 となる。 しか し,企 業のグローバル化,技 術の

高度化,多 様化などによって,経 営環境が不連続に変化 している中で,一 つの企業では競争優位 を

保つためのすべての経営資源 を網羅できない現状があった。戦略的提携は企業が必要 とする資源 を
           10）
獲得する有効な方法 となる。特に,資 源不足の市場では,新 資源の開発よ りアライアンスのほうが,
                                11）
速 くて有効な外部資源 を獲得す るメカニズムであることが認識 されている。戦略的提携は,速 く柔

軟に他の会社に帰属 している補完資源 とスキルにアクセス し,資 源 を集め ることによ り一企業では
                                       12）
実現できない価値創造 を可能にするため,持 続的な競争優位 を獲得する重要な手殺である。

 企業は必要に応 じてパー トナーからファイナンス的,技 術的,物 質的 とマネジメン ト上の資源な
            13）
ど多様な資源を獲得 している。企業は 自社保有資源 と類似性の高い資源を利用する場合は,規 模の
                                       14）
経済性 を獲得 しやすいが,競 争優位の確立においては基本的には現存の ものに限っている。企業は,

異質で補完的な資源 を利用することにより,範 囲の経済の実現,シ ナジー効果の創造,新 しい資源
                         15）
の開発ができるようになり,新 しい競争優位 を確立できる。近年,相 互補完的な資源の獲得を目標

6） こ れ に 関 し て はMichae1, Anca Borza[2000]“Partner Selection in Emerging and Developed

 Market Contexts：Resource-based and Organization Learning Perspective”Academy of Manage-

 rnent/ouynal, Vo1.43 PP.449-497.

7） こ れ に 関 し て は 野 中 郁 次 郎[1991]「 戦 略 提 携 序 説 」 『ビ ジ ネ ス レ ビ ュ ー 』 第38巻 第4号pp.1-14.

  Gary Hamel[1991]“Competition for Competence and Interpartner Learning Within Inter-

 national Strategic Alliances”Strategic Management/ournal Vol.12, PP.83-103.

8） こ れ に 関 し て はPenrose, E. T.[1959]The Theory of the Growth of the Firm, Oxford, Steven

 を 参 照 。

9）Wernerfelt, B.[1984]”A Resource-based View of the Firm”Strategic Management Journal,

 Vo1.5, pp.171-180.

10） こ れ に 関 し て はIreland, R. D.&Miller, C. C.[2001]“Intuition in Strategic Decision Making”

 Working paper, University of Richmondを 参 照 。

11）Cohen, W. M.&D. A. Levinthal,[1989]”Absorptive Capacity：ANew Perspective on Learning

 and Innovation,”Administrative Science Quarterly Vo1.25, pp.128-152.

12）Jeffrey H. Dyer, Prashant Kale&Harbir Singh[2001]”How to Make Strategic Management

 Work”MIT SIoan Management Review Sumrney.

  一Das, T. K.&Teng, B. S.[2000]”A Resource-based Theorq of Strategic Alliance”,journal

 of ManagemenちVol.26, pp.31-61.

13） Das, T. K,&Teng, B. S.[1996]“Risk types and Interfirm Alliance Structure” ノouynal of

 Management Studies, Vo1.33, pp.827-843.

14）Ireland, R. D.&Miller, C. C.[2001]”lntuition in Strategic Decision Making”Working paper,

 University of Richmond.
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とす る国際的な提携が盛んになって きている。現地企業のほうが外国側企業に対 して資金,技 術,

マネジメン ト・ノウハウと企業の知名度な ど求めるが,外 国側の企業は現地企業からローカル・マー
                          16）
ケット・ナレッジ,現 地市場へのア クセスなどを狙 っている。

 以上,戦 略的提携の動機 として補完的な資源の獲得 を説明 したが,こ れから企業はいかに して戦

略的提携のパー トナーか ら資源 を獲得 し,自 社保有の資源 と組み合 わせて価値創造できるのかにつ

いて考えていきたい。戦略的提携における資源獲得のプロセスは大きく分けて二っの段階が考えら

れる。パー トナーから技術,知 識,ノ ウハ ウ,能 力を学習す るプロセスと,獲 得 した他社の資源 を

自社資源 と統合し,新 しい資源 を開発 し,価 値 を創造するプロセスが挙げられる。現在,知 的な資

源は物的な資源 と替わって,企 業の重要な経営資源 となっている。企業は戦略的提携 を通 じて,自

社資源 とは異質な技術,知 識,マ ネジメント・ノウハ ウなど他社の補完的な資源を目指 している場

合 は,そ の資源 を獲得するプロセス 自身が組織間学習のプロセスとなる。 もう一方,新 資源の共同

開発プロセスにおいては,現 有資源の潜在的価値創造の可能性 を最大化するには,組 織学習能力と

資源活用能力の重要性が浮かび上がって くる。

 さらに,他 社の補完資源 を自社の価値創造に結び付けるまでのプロセスは,常 に不確実性 と曖昧
        17）

さ を 伴 っ て い る た め,パ ー トナ ー 間 相 互 学 習 の 協 働 パ タ ー ン の 学 習 と協 働 す る こ とへ の コ ミ ッ ト メ

ン トが 必 要 と な っ て く る 。 特 に,こ こ20年 間,ア ラ イ ア ン ス の 分 野 は 知 識 集 約 型 の 産 業 （半 導 体,

コ ン ピ ュ ー タ ー,ソ フ トウ ェ ア,商 業 飛 行 機,合 同R&Dな ど） に 広 が っ て い る た め,ト 高 度 な 知 識 と

                    18）

技 術 の 転 換 と学 習 が よ り 必 要 と な っ て き て い る 。

 そ の た め,こ こ 数 年,資 源 獲 得 の 発 展 段 階 と し て 組 織 学 習 を 目 的 と す る 戦 略 的 提 携 理 論 の 研 究 が

盛 ん に な っ て い る 。 経 営 環 境 の 変 化 に よ り,知 識 は 資 金 な ど 物 質 的 な 資 源 に 替 わ っ て 企 業 の 最 重 要

な 資 源 に な っ て い る 。 よ り高 い 知 識 を 持 つ 会 社 の ほ う が,競 争 相 手 よ り よ い 業 績 を 持 っ て い る た

19）

め,競 争 優 位 の 理 論 と し て も 能 力 べ 一 ス 論 は 資 源 べ 一 ス 論 の 発 展 形 態 と し て 登 場 し て き た 。 組 織 学

                                   20）

習 能 力 を 中 心 と す る 組 織 能 力 が,企 業 の 競 争 優 位 の 新 し い 源 泉 と認 識 さ れ て い る 。 戦 略 的 提 携 が 組

15）Harrison, J. S., Hitt, M. A., Hoskisson, R. E.&Ireland, R. D.[2001]”Resource Complementarity

  in Business Combinations：Extending the Logic to Organizational Alliance” ノournal of Manage-

  meet, Vo1.27, pp.679-690.

16）Harrison, J. S., Hitt, M. A., Hoskisson, R. E.&Ireland, R. D.[2001],前 掲 書Vo1.27, pp.679-690.

17） Bahart N. Anand, Tarun Khanna[2000]”Do Firms Learn to Create Value?The Case of

  Alliance”Strategic Management/ournal Strat. Mgrnt.ノ, Vol.21, PP.295-315.

18）Gary Hamel[1991]前 掲 書 。

19）Harrison, J. S., Hitt, M. A., Hoskisson, R. E.&Ireland, R. D.[2001],前 掲 書Vol.27, pp.679-690.

   Birkinshaw, J.[2001]”Making Sense of Knowledge Management”Ivey Business Journal, Vol.

  65（4）pp.32-36.

   Grant, R.[1996]”Prospering in Dynamically-competitive Environments：Organizational Capa-

  bility as Knowledge Integration”Organization Science, Vol.7, pp.375-387.

20） 十 川 廣 國[2001]「 企 業 変 革 と戦 略 経 営 の 視 点 」 『三 田 商 学 研 究 』 第44巻 第5号,pp.19-31.

   十 川 廣 國[1997]『 企 業 の 再 活 性 化 と イ ノベ ー シ ョ ン』 中央 経 済 社 。

   十 川 廣 國[2000]『 戦 略 経 営 の す す め 』 中 央 経 済 社 。
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                21）                           22）
織間学習の重要な戦略 として挙げ られ,パ ー トナー間協力は新 しい組織学習の手段 となる。

 アライアンスにおける組織学習の内容は3種 類に分けることができる。第1に,パ ー トナーから

重要 な補完的知識,ノ ウハウ,情 報,能 力,ス キルを学習 し,獲 得す ること。第2に,ア ライアン

スの協働プロセスのマネジメン ト,パ ー トナー とよりよく共同で仕事できるための学習である。第

3に,企 業がアライアンス ・マネジメン トのスキルを学習 し,ア ライアンス能力 を身に付けるため

の学習である。一般的に第1の 意味の学習がよ く使われているが,第2と 第3の 学習は,過 去のア

ライアンスの経験を内部化 し,統 合 したノウハウをさらに新たなアライアンスの利益 を生むために

発展 させることで,現 行のアライアンス と将来のアライアンスを成功させ るには非常に重要である。

過去の経験はポジティブかネガティブかにかかわらず,組 織で内部化され,ノ ウハ ウに転換されて

から将来の企業行動に指導的な意義 を持つ。 したがって,そ の意味でも,過 去の経験を有効に活用

できるように学習する組織 を作ることが大事である。

 戦略的提携における組織学習プロセスを見てみると,パ ー トナーか ら補完的資源 を学習す る組織

間学習プロセス と組織間学習の成果を組織内部学習によ り内部化す るプ ロセスに分 け られ る。
        23）
Gary Hamel[1991]は パー トナーの知識,ス キルへのアクセスプロセスを資源の半内部化 と言い,

本当にパー トナーのスキルを獲得す るメカニズム  実際の内部化にしなければならないと主張 し
              24）
ている。Inkpen&Dinur[1998]は 知識の性格 と組織学習プロセスにおいて提携 を次のような4

段階に分 けることができると主張 している。①技術の共有段階。②提携パー トナー間の相互作用段

階。③個人への移転段階 ：個人の共同体 と組織のすべてのレベルにおける相互作用 を含む動的なプ

ロセス。④戦略的統合 ：組織各レベルの知識創造 と組織内部の移転。 ここの第1と 第2段 階は組織

間レベルの学習であり,第3と 第4段 階は組織間学習の成果は組織内部学習により内部化す るプロ

セスになる。

 さらに,提 携において,ナ レッジ ・マネジメン トによる価値創造は単なる既存の知識の移転だけ

ではな くて,組 織 内部 で移転 された知識 と既存知識 を統合 し,新 たな知 識の発展 （knowledge

development） プ ロ セ ス,い わ ゆ る知 識 の創 造 （knowledge-building）も含 まれ て い る。野 中
  25）
[1991]は 戦略的提携の開始時点での 目的に共通す るものは,補 完性の獲得 という意図であると指

摘 し,そ の補完性の獲得 を目的 とす る段階の戦略提携は 「相互補完型」 と言 う。 さらに,補 完性の

段階から一歩進み,相 互に保有する知識をぶつけ合 って創発的に新たな知識の創造が行われるよう

21）Mowery, D. C., Oxley, J. E.&Silverman, B. S.[1996]”Strategic Alliance and Interfirm

 Knowledge Transfer”Strategic Management/ournal, Vol.17（Special Issue）,pp.77-92.

22） Teece, D. J., G. Pisano[1994]”The Dynamic Capabilities of Firms：An Introduction”Indus-

 trial and Corporate Change, Vo1.3, pp.537-556.

23）Gary Hame1[1991]前 掲 書 。

24）Andrew C. Inkpen, Adva Dinur[1998]”Knowledge Management Process and International

 Joint Venture”Organization Science, Vo1.9.

25） 野 中[1991]前 掲 書 。
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な段階は 「共同創造」段階 と呼ぶ。

 以上に述べたように,企 業が競争優位 を構築す るための資源 （知識）獲得プロセスは,戦 略的提

携 を通 じて組織間学習 と組織学習間学習の成果を内部化する組織内部学習プロセスにな り,企 業が

戦略的提携の目的達成にむけていかに組織学習を促進するかが,競 争優位構築の鍵を握 っている。
                       26）
 日本公正取引委員会の2001年 のアンケー ト調査結果によると最初から提携の目的を組織学習 とし

た企業はほ とんどゼロに近かったに もかかわらず （補完的な知識,技 術の獲得が一番の目的である）,

提携 目標達成企業のほ とんどが,提 携先企業か ら結果的に学習したことを明確に認識 していた。成

果 を達成する企業には,学 習能力に際立った特徴が現れた。提携先企業か ら積極的に学ぶ姿勢,資

質,能 力を有 した企業は,当 初の機能的補完性を持った経営資源にアクセスするのみならず,そ れ

以上の,無 形の経営資源,つ まり,経 営管理向上に寄与 し得 る新たな思考法や創発性等を吸収す る

ことで,自 社の戦略資産蓄積 を達成 し,大 きく成果 をあげたのである。

 1.2.2金 融業界における戦略的提携に関する先行研究

 金融機関間の提携はそれぞれが一定の契約の下で手 を結び,そ れぞれの強みを提供 し弱みを補完

しあうことによって,双 方で利益 を享受することを狙 いとしたもの と見 られている。合併 は規模の

経済性 を追求す るものが多いのに対 して,提 携には規模の経済性 を追求す る要素は少な く,提 携双

方の組織合理性 を保持 しなが ら必要 となるパー トナーの経営資源 を活用 し,獲 得 しようとするもの

である。

 金融業界において,分 野の垣根を越える戦略的提携,異 分野事業参入,総 合金融持株会社の設立

などは,業 際規制 を代表 とする規制緩和 を前提 としている。例 えば,米 国においては,州 際業務規

制の撤廃を受け,地 域を越えて巨大銀行が相次 ぎ誕生 した。

 欧米の金融機i関は80年 代から90年代前半にかけて盲 目的な多角化を進め,経 営危機に陥ったが,

その危機か ら回復 を支える経営戦略は 「得意分野への集中」によるビジネスモデルの確立だ といえ

る。今,そ のモデルの成熟段階に入 り,「得意分野を核 とす る総合サービスの提供」つ まり,峻 別

したターゲットの顧客層に,業 態にかかわ らずフルラインサービスの提供 をとお して競争優位 を構

築 していく傾向が顕著になっている。

 しかし,一 通 りの金融サー ビスを提供できる規模 と体力 を備 えた金融機関は限られ,大 手金融機

関でさえ,あ らゆる業務において トップクラスに入ることは容易ではない。そこで,「総合化」 を

実現するために,提 携 を通 じて,他 分野の金融機関から得意の専門知識,ノ ウハウを学習 し,経 営

資源 を共有す ることが重要になって くる。 したがって,総 合化の実現 と同時に,実 際には他社の商

品を利用した り,事 務処理業務や販売業務の一部 を社外に委託 したりす る機能分化 も進みつつある。

 業態別規制の枠組みの中では,業 態ごとに,商 品開発か ら販売まで一貫して提供することが当た

26） 「業務 提携 と企 業 間競争 に関 す る実態 調査 報告 書」 日本 公正 取引委 員会,2002年 。
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り前だった金融業でも,商 品開発 を強み とする 「製造業者」 と,顧 客 との強固な関係 を強みとする

「流通業者」に,製 販分化 してい く動 きがみ られるようになった。また,こ れらの専 門特化型業者

が,大 手の総合金融機関にも匹敵す る競争力をつけているのが,近 年の特徴である。大手金融機関

に とっても,自 前で二流の商品 ・サー ビスをそろえるよりは,一 流のライバル と提携し,積 極的に

相手の優れた経営資源を活用することにより競争力を向上 させ る戦略 を取るようになって くるだろ

う。

 今 まで,金 融企業間の提携,統 合経営についての研究は主に提携,統 合による金融企業の規模の

経済性,範 囲の経済性の実現 と収益性の向上など経済効果に注目して行われてきた。経営学の視点

か ら金融企業間の提携,統 合経営を研究するものが少なかったが,欧 米の規制緩和による金融企業

間の合従連衡に関するものが中心 となっている。

 今 までの実証研究によって,補 完的な経営資源の獲得は金融企業問の提携において重要な成功要
                     27）
因として証明されている。B・M&T・A[1996]が フランスの銀行の他の ヨー ロッパにある金融

機関との提携のケースを8つ 研究 し,そ の結果 として,提 携パー トナー間の補完的な資源のバ ラン

スは提携の動機であると同時に,提 携の成功 と安定性に も大 きく寄与 し,補 完的な資源関係がない
                                         za）
提携は失敗す る確率が高いとい うことが実証研究によって分か ったのである。Seungwha[2000]

は,ア メリカの98社 の投資銀行 を対象にそれ らの80年 代の提携活動について実証研究を行 った。投

資銀行 同士何社かがシンジケー トという形で提携 し,資 源共有することにより,市 場開拓 と債券発

行に成功す る。研究結果 として能力 と地位 において補完的な役割を果たせ る投資銀行間で提携が成

り立ちやすいことが証明された。
                          29）
 組織学習と金融企業間関係にいて,B・M&T・A[1996]は,今 までの研究によると最初から

学習より,規 模の経済性 と資源獲得 を目指 している金融業の提携が圧倒的に多 く,組 織学習を最優

先の目的 として捉えるのは難しいと指摘 している。特に類似的な資源関係にあるパー トナーの間に

は,規 模 の拡大,リ スクの分散などの目的が主であるため,知 識の移転の必要性が低 い。 しかし,

補完的な経営資源の関係にあるパー トナーの間には,相 手から知識を獲得する機会 と可能性が高い。
           30）      31）
例 えば,BNP（ パ リバ銀行） とDresdnerア ライアンスの場合は,ジ ョイン ト構造の中で幾つかの

27）Marois, Bernard&Tamym Abdessemed[1996]”Cross-boarder alliances in the French Bank-

 ing Sector Alliances and Stability Conditions”International Studies of Management and Organi-

 zation Vo1.26 No.2, pp.38-57.

28） Seungwha（Andy）Chung, Harbbir Singh&Kyungmook Lee[2000]”Complementarity, Status

 Similarity and Social Capital as Drivers of Alliance Formation”Strategic Management,journal,

 Vo1.21, pp.1-22.

29）Marois&Abdessemed[1996]前 掲 書 。

30） フ ラ ン スBNPパ リバ 銀 行 。 フ ラ ン ス の2大 金 融 グ ル ー プ で あ るパ リバ とパ リ国 立 銀 行 は,2000年

 5月 に合 併 し,フ ラ ン ス最 大 手 の 金 融 グ ル ー プBNPパ リバ が 誕 生 した 。

31）Dresdner Bank Groupは,70を 超 え る 国 々 で ビ ジ ネ ス を展 開 し,ヨ ー ロ ッパ 屈 指 の 銀 行 グ ル ー プ

 で あ る 。2001年7月23日 以 来,Dresdner BankはAllianz Group傘 下 に 入 り,バ ン キ ン グ部 門 の 中/
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チ ー ム を設 け て,デ ー タ,情 報,マ ネ ジ メ ン ト ・ノ ウハ ウ の 交 換 な ど を行 っ て い る。

          32）

 B・M&T・A[1996]は,金 融企業間提携を三つの時代に分けた。第1時 代 （First-generation）

は,1970年 代に行 われた提携である。それは,他 の銀行進攻戦略か ら自身の存続 を守る目的で,規

模の経済性 と範囲の経済性 を追求す る提携である。第2時 代 （Second-generation）は,80年 代の提

携である。それは,グ ローバ リゼー ション,自 由化,欧 州共同体の共同市場の構築において,各 金

融企業は自分が市場での適 当なポジションをつけ るために,合 併か提携を進めて きた。第3時 代

（Third-generation）は,90年 代 の提携である。積極的に事業拡大,外 国進出などのために提携 を結

ぶ。それは,新 製品開発,生 産性の向上,総 合サービスの提供による差別化,経 営資源の共有によ

る価値創造など戦略的目的が考えられる。補完的資源の獲得 を実現するには組織間学習 と学習した

成果の内部化が進むことが考えられる。

 金融提携において最 も論争の的 となっているのは,利 益相反の問題である。これは,あ る金融企

業が二つの業務 を同時に経営すると有害な影響が起 こる可能性があるとい うことである。内部情報
                                   33）
が不正に使用 され,一 部の消費者が不公平な取扱 を受け るようになる。GLB法 により業務規制緩

和 されたのは,利 益相反を排除す るスキームが機能す ることが前提だったといえるが,エ ンロン事

件,タ イイング事件などがこの前提 を覆そうとすることとなる。

 サービスを一 ヶ所で購入で きる 「ワンス トップ ・ショッピング」モデルは,顧 客に便利 さを提供

するとともに金融機関自身に とっても多様なサービスの提供 による相乗効果が期待 されている。一

方,金 融機関は多様なサービスを多様 な顧客に提供す るがゆえに,本 来的に利益相反の生 じる余地

が大 きいという側面 もあった。顧客に不可欠なサー ビスを提供す る条件 として,他 のサー ビスの購

入を迫るといった不正競争が生 じる可能性 もはらんでいる。 したがって,ワ ンス トップ ・ショッピ

ングに魅力 を感 じる顧客 も存在す るが,一 方で金融商品をまとめて提供されることによって被 る不

利益に気づ く顧客 も存在する。 自分が金融持株会社の一部門に登録 した情報が,部 門間の情報共有

により他の部 門によって自分が損 をする取引に使 われる可能性を懸念する顧客 も存在す る。 このよ

うに部門間に発生 しうる利益相反の可能性 を顧客は意識 してお り,こ の可能性 を排除す るコス ト

（利益相反が存在 しないことを証明するコス ト）は,金 融サー ビスの 目指 した範囲の経済効果を打 ち消

すほど大 きくなることもあ りうる。

 したがって,銀 行,証 券兼業がもたらす利益相反の排除 と,総 合的なサー ビスの提供の利点の問

で,い かにバ ランスを取るか というのは金融業界における分野 を超 える提携の課題 となる。

 次は,上 述の資源獲得及び組織学習 という二つの戦略的提携の理論的な視点から中国金融業界に

おける戦略的提携の実態を分析 し,そ の意義 を考 えたい。

 ＼枢 として活動を続けている。

32）Marois&Abdessemed[1996]前 掲書。

33）1999年11月 に,銀 行 ・証券 ・保険問の業態の相互参入 を目指すグラム ・リーチ ・ブライリー法

  （GLB法 ）が成立し,10年 来にわたる米国金融制度改革が実現した。
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2.中 国金融業界における戦略的提携の背景

 この節で,中 国金融改革による規制緩和及びWTO加 盟 による金融自由化の進展 という二つの

角度から中国金融業界における戦略的提携の背景 を考 えたい。

 中国では,78年 以降の改革 ・開放路線の下で市場経済化が進展す る中,旧 来の体質を残す国有企

業,金 融,行 政組織等の制度面の改革が試み られてきた。1993年 に新 しい金融秩序の整理 ・整頓に

よって業際規制が確立された。その後,金 融改革が進行 しているが,97年 までの改革は,リ スク管

理に重点を置き,金 融機関の体制づ くりや金融市場制度づ くりなど,金 融の監督管理を強化するた

めの法規の整備 などを実施 した。

 1998年3月 に発足 した中国の金融改革は,朱 鎔基内閣が掲げた 「三大改革」の一っ として国有企

業改革,行 政改革 とともに注目を浴びてきた。金融改革の目標 として 「社会主義市場経済」に適 し

た金融システムの構築を打ち出した。 この 目標 を実現するために,2003年 から規制緩和が進め られ
                34）
てきた。ここで,中 国金融改革の沿革 を簡単に紹介 し,中 国金融業界における戦略的提携の背景 を

考えたい。

（1） 中国の銀行制度の沿革

 78年 以降,国 有専業銀行 として中国農業銀行 （78年）,中 国銀行 （79年）,中 国建設銀行 （83年）,

中国工商銀行 （84年）が設立 され,中 国人民銀行は中央銀行機能 を果たす体制が形成された。商業

銀行 としては,86年 に交通銀行が設立 （復活）され,続 いて,中 信実業銀行,中 国光大銀行,華 夏

銀行,招 商銀行,広 東発展銀行,上 海浦東発展銀行などの商業銀行が設立 された。また95年 には,

初の非国有資本による商業銀行 として中国民生銀行が設立された。このようにして,中 国人民銀行

を中央銀行,国 有専業銀行 を主体 とし,多 くの商業銀行が補助的役割を果たす銀行制度が形成され

た。97年 から専業銀行は商業銀行への転換 を始め,中 国の商業銀行には,国 有独資商業銀行,国 有

株式制商業銀行,非 国有株式制商業銀行が並存する体制が形成された。

（2）混営銀行制度 （1980年～1993年）

 80年以降,銀 行は信託,証 券業務に加え,不 動産開発や貿易 までも営んでいた。多 くの銀行が出

資して,信 託公司 を設立し,さ らに銀行や信託公司が証券営業部門を設立 した。特に86年 から93年

7月 までの期 間には,中 国人民銀行 を含む多 くの銀行が投資,出 資 し,証 券会社,都 市信用社,融

資センター を設立 し,ま た第3次 産業を発展 させ るとの名 目で,不 動産,貿 易,ホ テル,商 業など

34） 李文華[2001]『 商業銀行制度論』中国金融出版社,2001年 を参照。当書は,中 国における金融改

  革 と総合金融業化の問題について理論的実証的に分析 している。
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さまざまな業種に投資 した。この結果,92年 下期 より中国経済はバブル化 し,不 動産,株 式への投

機ブームが発生 し,金 融秩序の大混乱 をもたらした。

（3）金融の分業体制の成立

 1993年 中国は新 しい金融秩序の整理 ・整頓 を行 った。1993年6月 に政府は 「現在の経済状況 とマ

クロ経済調整強化に関す る意見」を下達 し,イ ンフレの抑制 を中心 とす るマクロ経済調整に関す る

16の措置導入 を決定 した。93年12月 の国務院の金融体制改革の決定では,国 有銀行による非金融企

業への投資が禁止され,銀 行は,保 険,証 券,信 託部門を分離することが要求された。その主な措

置は以下の三つである。第1に,中 国人民銀行は1994年 か ら財政に対す る融資を廃止し,特 別 目的

の貸付業務 も停止させ,金 融の監督 ・管理に専念する。第2に,金 融監督 ・管理の強化,分 業経営

と分業管理 の徹底,各 種金融機関取引のルールづ くりである。第3に,各 種信託公司に対する整

理 ・整頓及び監督 ・管理の強化である。

 95年7月 施行の商業銀行法は,商 業銀行が,信 託投資,株 式業務 を行 うこと,不 動産投資,ノ ン

バ ンク金融機関及び企業への投資 を禁止した。2000年7月 施行の証券法においても,証 券,銀 行,

信託,保 険業は分業経営,分 業管理 をすることが要求されている。

 そのほかに,株 式市場への貯蓄資金の流出による金融取引の膨張 も遮断させ,1993年 以前 までの

金融の無秩序状態が是正 された。分業経営 と分業管理は中国金融管理の一つの特徴 となった。

 中国における金融の分業体制は,金 融混乱 を抑制 し,イ ンフレを防止し,銀 行に対する公衆の信

頼 を回復 させた。94年 以降,個 人預金が急成長 し,金 融の安定をもたらしていることは,分 業体制

のプラス面 と評価できよう。金融に対する業態別の監督管理体制は,金 融制度の形成に大 きな役割

を果たしている。このような分業体制は,次 の段階である総合金融業への準備段階 となっていると

いえよう。

 ただ し,実 態面では,銀 行 と証券,保 険業 との業務提携が進んでお り,業 務の多様化は進展 して

いる。銀行は,保 険業,証 券業に対 し決済サービス,代 理サービスを提供 している。営業組織面に

おいて もコー ポレー ト部門 と個人金融部門を設立し,部 分的にインベス トメン トバ ンクや個人資産

運用業務 も開始 した。 しか し,関 連法規の不備や不必要に強い行政管理 （個別許可制）によって,

新種業務の発展が妨げられている。

（4）規制緩和の動 き

 政策の面においては,最 近規制緩和の動 きがみられてきた。2003年10月 の中国共産党第16期 中央

委員会第3回 全体会議にて採択された 「社会主義市場経済 システムの改善 における諸問題に関する

決定」には,資 本市場の改革が一つの重要な課題 として取 り上げ られた。その基本方針 として,国

務院は2004年1月31日,「 資本市場の改革 ・開放 と安定的な発展 を促進することに関する若干の意
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見」 を公表した。 この 「意見」の中で,今 まで行 われてきた業際規制が緩和 され,異 分野間の事業

参入 と提携 を許可 し,資 本市場 を活性化す る内容が中心 となっている。内容は次の通 りである。

 ①中小企業の資金調達 を円滑化す るために,ベ ンチャー市場 を設立する。証券会社の資金調達

ルー トを拡大するために,証 券会社の株式 と債券の発行 を支持 し,証 券会社の借 り入れ と銀行間

コール市場への参入に関する制限を緩和す る。

 ②外国証券会社による中国の証券会社 とファン ド運営会社への資本参加 を奨励 し,適 格外国機関

投資家制度 （QFII）を継続する。国内企業による外国市場での上場 と証券の発行 を支持 し,適 格国

内機関投資家制度 （QDII）を検討する。
          35）

 ③保険会社の直接投資を促進 し,フ ァン ド運営会社 と保険会社 を主要 な機関投資家 として育成す

るために,社 会保 険基金,企 業年金,保 険会社 などによる株式投資の比率 （現行では15%） の制限

を緩和す る。

 ① と③は銀行,証 券会社,保 険会社間の事業参入を認めるもので,② は外国機関投資家の中国資

本市場参入の規制緩和である。

 一方,中 国の世界貿易機関 （WTO） 加盟によって金融サービス市場の開放 は段階的に行 われ,

初年に,外 国銀行に対 して全ての外貨業務を開放 し,2年 後に国内企業向けの人民元業務,5年 後

には個人向けの人民元業務 を認め ることを約束 している。 これに伴い,外 貨預金 と国際決済の分野

で外国銀行 と地場銀行が激しい競争 を繰 り広げることになる。このため,中 国にとっては金融の市

場経済化に向けて改革 を一段 と加速 させ る必要が生 じる。WTO加 盟は,金 融サー ビス市場の開放

をスケジュール化,国 際公約化 したことに意義がある。これによって,中 国市場でのビジネスチャ

ンスを狙 う外国金融機関 と守勢にまわる中国金融機関 との競争や戦略的提携が本格的にスター トす

る。

 危機感を強めた国有商業銀行は,経 営規模の拡大,経 営効率の向上 と金融サー ビスの多様化によ

る競争力の強化に動き出した。金融サー ビスの多様化は,主 に,金 融機関との業務提携 ・経営統合,

新 しい金融商品の開発 ・導入などによって推進されている。99年12月,国 際業務に強みを持つ中国

銀行 と第5位 の交通銀行 （上海に本店）が全面的な業務提携で合意 し,銀 行再編の幕が開いた。

3.中 国金融業界における戦略的提携の意義

 この節で,第1節 で述べた資源獲得及び組織学習 とい う二っの戦略的提携の理論的な視点か ら中

国金融業界における戦略的提携の意義を考えたい。

35） 保 険会 社 の株 式 投 資は従 来,信 託 投資 に よ る間接 的 な もの しか認 め られ なか った。
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3.1 中国金融機関 と外国金融機関間の提携実態

 外国金融機関が中国市場に進出する方法 としては主に中国現地での新支店の開設,中 国現地金融

機関の買収合併,中 国現地金融機関 との提携など三つの形態が考 えられ る。投資 リスクの高い新支

店開設 と比べ て,提 携のメリットは,よ り多 くの潜在的なパー トナーの選択肢,投 資コス トの削減,

より高い独 自性 と自由裁量の他に,当 事者の一方にそのメリットがなくなった場合には契約の解消

をもって終了するとい う利便性 も兼ね備えている。

 また,中 国では外資参入に関する規制はまだ厳 しく残っているため,外 国金融機関は中国金融企

業 との提 携 を通 じて中国市場へ 進出す るこ とが余儀 な くされている面 もある。香港上海銀行

（HSBC） ホールディングズは外資系銀行が中国の地場銀行の株式 を最大25%保 有 できる規定 を活

用 し,上 海銀行の株式を取得 し,規 制で縛られた支店開設に代わって地場銀行 との提携で支店網の

強化 を図っている例 もある。

 3.1.1 四大国有商業銀行を中心 とする提携

 外国銀行側か らみれば,金 利規制など規制があるだけに,四 大国有商業銀行が全国に張 り巡 らせ

た支店網,国 家によって支えられた肇固な預金者の信頼 を利用 した低利,潤 沢な人民元資金の調達

力はまねのできない強みである。

 すでに一部の外国金融機関は,中 国の四大国有銀行 を中心にさまざまな戦略的提携 を行 っている。

これまでに実現 した提携戦略 を表3-1に まとめた。

 3.1.2進 む外国銀行 と中小地場銀行提携

 外国銀行 は,四 大国有銀行 との提携 を進めるとともに,中 小地場銀行への資本参加 を通 じて,地

場のネッ トワー クへの参入 を試みるところもある。世界銀行の姉妹機関で途上国における企業融資

を通 じ世界銀行の活動 を補完す るIFC（ 国際金融公社）は,各 地の都市商業銀行への融資 を通 じ中

国の金融改革の貢献を目指 している （表3-2参照）。

 3.1.3 外国保険会社 との提携

 WTO加 盟による保険市場開放で予想される市場競争の激化に対 し,中 国の保険業界は危機感 を

強めてお り,業 界 として内国保険会社の競争力向上に取 り組んでいる。個別会社 レベルでは,最 も

即効性のある対策 として,外 資系保険会社 との提携により,欠 如 しているノウハウを補 うという方

法が とられている （図表3-3）。

3.2中 国金融機関 と外国金融機関間の提携の意義

 以上の外国金融機関 と中国金融機関 との提携形態 を分析す ると,外 国金融機関 と中国金融機関の

相互資源獲得 と学習は次の ような分野において行われているとまとめることができる。

 （1）リテール業務戦略 ：中国の銀行 の全 国的な拠点ネットワー クやATM網,顧 客数や預金額

に対 し,外 銀は競合できる状況にはない。、しか し,外 銀が有す る多くの金融商品とサー ビス,顧 客
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表3-1中 国四大国有銀行と外国金融機関の提携

提携分野 中国金融機関 外国金融機関

研 修,ア ドバ イ ザー な

どの技術 協 力

中国建設銀行 シ テ ィバ ン ク,JPモ ル ガ ン ・チ ェ ー ス,オ ー

バ ー シー ズ ・ユ ニ オ ン 銀 行

フ ァ ン ド・マ ネ ー ジ メ ン

ト

中国建設銀行及び交通銀行 JPモ ル ガ ン ・チ ェ ー ス

中国工商銀行 ス テ ー ト ・ヌ、ト リー ト銀 行

中国農業銀行 バ ン ク ・オ ブ ・ニ ュー ヨー ク

人民元資金の提供,人民

元の決済

中国銀行,工 商銀行,建 設銀

行,農 業銀行

シ テ ィバ ン ク,バ ン ク ・オ ブ ・ア メ リカ,香 港

上 海 銀 行,ス タ ン ダー ド ・チ ャ ー タ ー ド銀 行

投資銀行業務での合弁 中国建設銀行 モ ル ガ ン ・ス タ ン レー

外資銀行の買収 中国工商銀行 ホ ン コ ン ・ユ ニ オ ン ・バ ン ク を買 収,ICBア ジ

ア と改 名

カー ド業 務,ATMで

の キ ャ ッシン グ業 務

中国銀行 荘 内銀行,山 口銀 行

中国工商銀行 三井住友銀行 リース

中国建設銀行 ユ ナ イ テ ッ ド・オ ー バ ー シー ズ銀 行,ド イ ツ 銀 行

カー ド業 務,ATM業 務 中国銀行 JCBカ ー ド

保険業務全面提携 中国銀行,中 国工商銀行 米国AIG保 険

（出所） 中国銀行,工 商銀行,建 設銀行,農 業銀行 のホームページ,「入世后的外国金融机枸的zfJ向」 『中国証券報』

   2001年12月25日,「 中外銀行朕手'合作迎接入世」 『上海証券報』2002年6月8日 によ り作者作成

表3-2 外資が株式取得する地場銀行

中国の銀行 株式を取得する外資 持株比率

南京市商業銀行 IFC（ 国 際金 融公社 ） 15%

上海銀行
IFC（ 国 際金 融公社 ） 7%0

HSBC（ 香 港上 海銀行 ） 8%0

西安市商業銀行
IFC（ 国 際金 融公社 ） 12.4%

ノバ ・ス コ シ ア バ ン ク （カ ナ ダ ） 12.4%

浦東発展銀行 シテ ィバ ン ク 10%

民生銀行 ハ ンセ ン銀行 ,IFC 交渉中

深tJq発展銀行 ニ ュ ー ブ リ ッ ジ ・キ・ヤ ピ タ ル （米 投 資 会 社 ） 交渉 中 （15～20%）

交通銀行 HSBC（ 香 港上 海銀行 ） 交渉中

（出所） 「外国金融机 美拾灘 中国金融」 『財経』2002年10月23日,

   券導報』2003年5月4日 に より作者作成

「外資銀行 迸軍 中国商」k恨行」「証
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表3-3主 な保険合弁会社

設立年 外資保険会社名 国名 中国側合弁相手 進出都市 外資出資比率

1996 マ ニ ュ ラ イ ス カナダ 中国対外貿易信託会社 上海 51%

1997 ア クサ フ ランス 中国五金鉱産輸入総会社ノンバンク 上海 51%

1997 エ トナ ア メ リカ 中国太平洋保険会社 上海 50%

1997 ア リア ンツ ドイツ 大衆保険有限会社 上海 51%

1998 コ ロ リア ル オー ス トラ リ ア 中保人寿保険会社 上海 49%

1999 サ ン ライフ カナダ 光大集団 天津 50

1999 プル デ ン シャル イギ リス 中信集団中信国際信託投資会社 広州 50%

（出所） 沙銀華 『中国のWTO加 盟 と外 資の保険市場参入 をめ ぐる問題』保険毎 日新聞,2000年9月7日

情報管理技術,商 品開発力,拠 点戦略などは,中 国の銀行にとって必要なノウハウである。

 （2）コーポレー ト市場戦略 ニコーポレー ト市場では,外 銀は,多 国籍企業はもとより,国 際的に

知名度の高い中国企業に対 して も多 くの金融商品とサービスを提供できる。 しか し,中 小企業取引

においては外銀が単独で参入するのは難しく,ま た,地 場企業融資を本格化するとすれば,地 域独

自の金融 ノウハ ウも吸収 しなければならないため,中 国の銀行 との提携による収益機会の発掘 を狙

うことである。

 （3）特定業務の戦略的提携 ：人民元建てのシンジケー トローン業務 クレジットカー ド,消 費者

金融,個 人や企業の資産運用業務,証 券投資ファン ドや保険関連商品の販売業務は,中 国の銀行に

はノウハウ ・経験が不足しているため,重 要な提携分野 といえよう。

 （4）ファン ド・マネー ジメン トとプライベー トバンキング部 門での提携である。中国は高い貯蓄

率 を有 してお り,す でに巨額 の貯蓄が存在 している。銀行預金以外の資産運用商品を開発す るため,

外銀のノウハ ウと中国の銀行の拠点網 を結びつける提携の重要性が高まっている。世界的にプライ

ベー トバンキングを展開しているシティバンクは,中 国の高額所得者層を対象 とした個人資産の運

用ア ドバイザ リーサー ビスを対中提携戦略の一つ として掲げている。

 以上の分析から分か るように,外 国金融機関側の目的は,金 融グローバ リゼーションと中国金融

自由化の潮流の中で,著 しい成長 を遂げ,世 界的にみて も重要性を高めっつある潜在性の大 きな中

国の資本市場へ進出す ることにより,適 当なポジションをつけ,プ レゼンスをアピールすることと
                         36）
推察 される。これは,第2節 で紹介 したB・M&T・Aの 金融企業間提携の時代分けか ら考 える

と,そ の第2の 時代に相当するものと考 えられる。この段階においては,補 完的な資源の獲得が重

要な提携の狙いとなる。 また,第2節 で,補 完的な経営資源が金融企業間の提携において重要な成

36）Marois&Abdessemed[1996]前 掲 書 。
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功要因でもあると,今 までの実証研究により証明されていることを説明 した。中国金融機関 と外国

金融機関 との提携 も相互に補完 しあうだけの強みがなければ成立し得ないもの と見 られる。外国金

融企業は中国金融企業にはない機能が備わっている一方,中 国金融企業にも外国金融企業にはない

機能 ・特性があり,相 互がこの強みを交換 しあうことになれば,双 方の企業 とも強靱なもの となり,

競争力の向上にっながる。

 外国金融企業は,資 金面,技 術面,専 門知識,ノ ウハウ,及 び経営手法などの面においては,絶

対的な優位 を持っている。一方,中 国の市場,顧 客についての知識,中 国政府,企 業 との関係など

が不足している。外国金融企業に とっては,中 国金融企業のローカル顧客,拠 点網などが非常に価

値のある資源になる。例 えば,香 港上海銀行 （HSBC） は2000年,国 有商業銀行の うち3行 （5月

に建設銀行,8月 に工商銀行,中 国銀行）と人民元業務 の委託契約 を締結 し,中 国全土にある1.8万

以上の支店網を活用することにより,顧 客サービスの向上を目指 している。

 しか し,外 国金融機関は中国の提携先の販売網だけを狙っているわけではなく,将 来中国市場で

の更なる戦略的な発展計画にふさわ しい優秀なパー トナーを選んで,新 製品開発,高 質な総合サー

ビスの提供による事業拡大の準備 も進めているとみられる。例えば,カ ナダのサンライフ保険会社

は中国の大手総合金融会社である中国光大 グループを,イ ギリスのプルデンシャルは中国中信集団

の傘下にある中信信託投資公司 （CITIC）をそれぞれパー トナー として選択 している （表3-3参照）。

これ らの例では,中 国の金融会社 を単なる保険販売のパー トナー としてみているだけではなく,成

長著 しい中国の資本市場でのプレーヤー として も評価 してお り,将 来的に保険市場 と資本市場の両

方で相乗的な活動 を行 うことを視野に入れているのである。この点においては,第2章 で紹介 した
      37）
B・M&T・Aの 金融企業間提携の時代分けから考えると,中 国における外国金融機関と中国金融

機関の提携は第2の 時代か ら第3時 代へ移行 しつつある段階にあるともいえる。

 つまり,外 国金融企業 にとっては,中 国金融企業 との提携を結ぶ当初の動機 としては,中 国銀行

の拠点網,顧 客数,政 府,現 地企業 との関係など補完的な経営資源の獲得 を主とするものだ と言え

る。提携によって,中 国で事業 を展開す る段階においては,中 国市場,顧 客 に関す るローカル ・

マーケット・ナレッジ,現 地市場へのアクセス ・ノウハ ウ,金 融商品販売 ノウハウなどを中国金融

機関か ら学習する必要性 も出て くるだろう。

 一方,中 国金融企業に とっては,最 ：初から外銀の技術,ノ ウハ ウの学習 を目指す提携が重要 とな
              38）
る。筆者が行 ったアンケー ト調査によると外国金融機関の金融商品 とサー ビス,顧 客情報管理技術,

商品開発力,拠 点戦略などの学習は,中 国金融機関にとって最重要な提携 目的として挙げられてい

る （図1参 照）。 これ らを学習するこ とは,中 国の金融機関の資産内容 改善 と収益力の向上に役立

37）Marois&Abdessemed[1996]前 掲 書。

38） 筆 者 は2003年 に中国 の金 融機 関 を対 象 にア ンケー トを行 い,40社 か ら回答 を集 め た。 その 中の27社

 は外 国金 融機 関 と提携 を行 ってい る。
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図1 外 国金 融機 関 との提 携の 目的

規模の拡大   5.13%

コス トの削減

サービスの多様化を図る

外国金融機関との新製品,新 サービスの開発

外国のブランド効果による地位の強化

外国の専門知識,ノ ウハウの学習

7.69

28.21

33.33%

30.77
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（サ ン プ ル 数 ：27社,調 査 期 間 ：2003年8月 一2003年10月 ）

つ ことになろう。また,一 般業務ではな く,多 種類の特定業務の戦略的提携においても,中 国金融

機関に とっては学ぶ ものが多くある。例 えば,人 民元建てのシンジケー トU一 ン業務,ク レジッ ト

カー ド,消 費者金融,個 人や企業の資産運用業務,証 券投資ファン ドや保険関連商品の販売業務は,

中国の銀行にはノウハウ ・経験が不足しているため,こ れらは重要な提携分野 と学習目標になる。

その一例 として中国最初の合資銀行一 中国国際金融有限公司 （CICC,中 国建設銀行とモルガン・ス

タンレーとの合併）は,モ ルガン・スタンレー社の特殊な強みを活か して,国 際的に成熟 した規範的

な投資銀行の操作経験 を徐々に中国国内に導入している。CICCは 中国政府から銀行への証券業務

開放のモデルケースとして優遇され,広 範な証券業務 を認め られている。CICCは1995年 の設立以

来,国 際資本市場業務の面で成約高が数10億 ドルに達す る一連の重大なプロジェク トを完成 した。

郵電部の財務顧問 として,中 国電信 （香港）有限公司を援助 し,英 ケーブル・アン ド・ワイヤレスか

ら6億4,400万 株の香港電信株 を購入 し,総 成約高は91億7,700万 香港 ドルに達 した。今回の購入業

務に呼応 して,CICCは 中国電信 （香港）有限公司を援助 して8億6,000万 ドルの国際 シンジケー ト

ロー ンを完成 した。このほど,CICCは また中国電信 （香港）有限公司の株式の最初公募および香

港,ニ ュー ヨークでの上場では共同主幹事銀行,グ ローバル協調者 とな り,同 プロジェクトは中国

最大の海外融資プRジ ェクトとなった。このように,CICCは 外資か らの ノウハウ と幅広 い業務認

可 という優位性 を活か し,中 国大手企業の海外上場の共同グローバル ・コーディネーターや共同幹

事などを数多 く手掛け,実 績 をあげてきた。中国建設銀行 に とっては,こ れからCICCを 通 じて

培 ったノウハウを全銀行的にどこまで活用できるかが一つの鍵 を握 るとみ られている。

 また,保 険業の一例 として,外 国の投資連結保険 （変額保険）商品の導入が挙げ られる。90年 代

後半の中国は,激 しいインフレが収 まり,普 通定期預金の利率 は,8回 に渡って引き下げられ,一

年物は1.98%（2002年12月 現在）に定着する状態にな り,生 保会社 は利差損 （逆ざや）に耐 えられな
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くなった。逆 ざやの問題 を解決す るため,1999年10月,平 安保険公司はイギ リス,シ ンガポール,

アメリカなどの経験か ら学び,投 資連結保険 （変額保険）という保 険金融商品を導入す ることによ

り,資 産運用の リスクを保険契約者に転嫁 し,逆 ざやを解決 しようとした。保険監督管理委員会は,

逆 ざやを解決する有効な手段 として,こ れを各生保会社に勧め,そ の結果全国に急速に普及するこ

とになった。それか らの2,3年 間,投 資型商品が急増 し,一 時は,投 資連結保険が市場での一番

の売れ筋商品になった。

 中国金融機関にとっては,外 国金融機関の知識,ノ ウハ ウを学習することが提携の 目的であるが,

外国金融機関から学習したノウハ ウ,い わゆる組織間学習の成果 をいかに企業内部学習により中国

金融機関内部で活か し,中 国金融機関の競争力の向上に繋げていくかは中国金融機関にとって非常

に重要な課題である。

3.3 国内金融機関間の戦略的提携の実態

 WTO加 盟による金融業界への衝撃に対 して,中 国政府は早 くか らその対応策に力を入れてきた。

銀行間,銀 行 と証券会社,銀 行 と保険会社の業務提携によって外資系に対抗 し,競 争力 を構築 する

動 きがすでに1999年 後半から現れている。銀行間,あ るいは銀行 と証券会社間の業務提携例 として

は,中 国銀行 と交通銀行の金融商品の共同開発に関する業務提携,顧 客の資金決済に関す る中国工

商銀行 と第2位 の証券会社である国泰君安証券 との業務提携,中 国建設銀行 と西南証券,山 東証券

との業務提携などが挙げられる。

 3.3.1 中国における銀行 と証券会社の提携

 中国において,現 在実施 している銀行 ・証券会社の提携金融商品は次のようなタイプにまとめる

ことがで きる （表3-4参照）。銀行 と証券会社における決済業務の提携,銀 行 と証券会社の提携によ

る 「銀証通」 （証券個人総合口座に相当する商品である）,銀行 と投資信託会社の投資信託委託管理業

務などが挙げられる。

 3.3.2 中国における銀行 と保険会社の提携商品

 今,保 険商品の銀行窓口販売などを中心に保険会社 と銀行 との間に も提携が行われている （表

3-5参照）。保険会社は,銀 行や証券会社 など,他 の金融グループ との提携 を行 うことで,契 約者に

総合的な金融サービスの提供 を可能 とすることで差別化を図ったり,国 内の分公司や出先機関を増

設 し,き め細やかなネットワー クを形成するなどの動向がみられ る。

3.4 国内金融機関間の戦略的提携の意義

WTO加 盟後,外 資系金融機関の中国金融市場への全面的な参入によ り,今 までの国有金融機関

による独 占状態が打破され,国 有金融機関は非常に厳 しい挑戦に直面することになる。中国国内金

融機関における戦略的提携の最初の動機 は,外 国金融機関の進攻戦略から自身の存続を守 る目的で,
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表3-4 四大国有銀行と証券会社,他 の銀行との提携例

中国銀行 2000年 ・金融商品の共同開発などについて交通銀行と業務提携書を締結。

・招 商銀行 と全 面 業務提 携 。

・泰 華証 券 と全 面 業務 提携 。

2001年 ・青 海証 券 と全面 業務 提携 。

・中国農業銀行と全面業務提携開始。

・華夏銀行と全面業務提携書締結。
・広東発展銀行と全面業務提携書締結。

・香港支 店 とグルー プ9行 を合 併 し,中 国銀 行 （香港 ）有 限公 司 として正式 開業,

香港中銀グループの再編が完成。

中国工商銀行 2000年 ・中信実業銀行と銀行業務全般に関する提携書を締結。

・10の株式商業銀行と支払決済業務代理協議書を締結。
・国信 証券 公 司 と全 面業務 提 携。

・国泰君安証券と資金決済に関する業務提携。

2001年 ・中国民生銀行 と全面業務提携。

中国建設銀行 2000年 ・中国人寿保険会社 と業務提携書締結。

・香港上海銀行 と遠隔地資金決済業務を提携。
・山東証 券 と戦略 的パ ー トナー 関係づ くりにつ いて合 意。

・西 南証 券公 司 と業務提 携 。

2001年 ・中国太平洋保険公司と業務提携書締結。
・福建興業銀行 と全面業務提携書締結。

中国農業銀行 2000年 ・長江証券公司と株担保貸付業務協議i書締結。

（出所） 中国銀行,工 商銀行,建 設銀行,農 業銀行 のホームページ,「中国的銀証合作 的思考」『中国証券報』2003年

   10月23日,「 再談銀証合作」 『証券導報』2003年6月13日 によ り作者作成

サービスの多様化による範囲の経済性 を追求す るもの と考え られ る。その意味においては,B・
    39）
M&T・Aが 言っている第1時 代の提携に相当す る。 しか し,提 携の展開に従 い,各 金融機関は自

社 の強みを活か しながら,提 携で補完的な経営資源 を獲得す ることにより戦略的な差別化を図り,

競争優位の構築に繋がってい く段階へ発展しつつある。このような動向が実践の場合においてみら
                40）
れる。筆者が行ったアンケー ト調査によると,顧 客層,営 業拠点,情 報 システムなど補完的な資源

の共同利用 と他分野の金融専門知識,ノ ウハウを学習することが提携の主な目的である傾向がみら

れる （図2参 照）。

 一例 を挙げると,銀 行 と証券の提携商品 「銀証通」は,投 資家が銀行 口座の資金で直接株取 り引

39）Marois&Abdessemed[1996]前 掲 書。

40） 筆者 は2003年8月 か ら10月 にか け て中 国の金 融機 関 （銀行,保 険会社,証 券 会社,投 資信 託 な どを

 含 む） を対 象 にア ンケー ト調査 を行 った。 調査 の 目的 は,中 国金 融業 界 にお け る戦 略的提 携 の実 態,

 問題 点 を企 業 レベ ルに おい て調べ るこ とであ る。40社 の金融機 関か ら回答 を得 た。 そ の内訳 は,銀 行

 が12社 （四大 国有銀 行 を含 む）,証 券会 社 が23社,保 険会 社 が4社 と投資信 託 が1社 とな って い る。
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表3-5 中国における保険会社と銀行の提携
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保険会社 銀行 提携分野

中国平安

保険

中国銀行 保険代理,電 子商取引業務提携書締結

広東発展銀行 クレ ジ ッ トカー ド業務

中国工商銀行 保 険代理,資 金決 済,証 券 業務,キ ャ ッ シュカー ド等全 面業 務提 携書

に調 印。 初 の銀行保 険提携 カー ド「太平洋 グ リー ン通道 カー ド」を発行

中国農業銀行 保険代理など業務提携

招商銀行 招商 銀行 キャ ッシュ カー ド顧 客 に綜合 サ ー ビス

建設銀行 電子 商取 引業務 提 携,イ ン ター ネ ッ トサ ー ビス の相 互 利用

中国人寿

保険

中国建設銀行 全面業務提携書締結

中国工商銀行,招 商銀行 年金保険,教 育保険等保険販売,保 険料納付代理

中国農業銀行北京分行 銀行保険提携カー ド 「金穂金衛カー ド」を発行

広東発展銀行 広東発展銀行キャッシュカー ドの顧客に特別 「吉祥保険」を提供

中国太平

洋保険

光大銀行 保険代理,融 資,証 券投資,実 業投資等全面的提携

招商銀 行,中 国農業 銀

行,中 国銀 行,深f）q発

展銀行,中 国民生銀 行

保険販売代理など業務提携

泰康人寿 華夏銀行,招 商銀行 保険販売代理など提携

新華保険 招商銀行 保険販売代理など提携

（出所） 中国太平洋保険,中 国人寿保 険,中 国平安保 険,泰 康 人寿,新 華保 険のホー ムペー ジ,「銀保'合作是大勢所

   超」『中国証券報』2002年1月12日,「 銀保合作 中的根行代理保β金梢售」『上海証券報』2003年3月10日 に よ

   り作者作成

                図2 国 内金 融機 関間提 携 の 目的

         コスト削減による範囲の経済性の獲得    35.90%■■■■■■
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できる個人中間業務であり,銀 行の拠 点網 を利用 し,証 券会社の顧客層 を拡大する狙いがある。中

国では,証 券会社で,支 店 を一番 多 く持 っている銀河証券で も全国で174の 支店 しかないが,こ れ

は,全 国で30,000軒 の支店 を持 っている工商銀行 と60,000軒 の支店を持っている農業銀行 と比べれ

ば規模の大 きさの違いが明らかになる。銀行 は資金決済の管理,証 券会社は証券取引の管理 という

原則に基づ いた 「銀証通」は,中 国の金融業界の分業経営か ら協業経営への転換の一環 として,銀

行 と証券会社の各 自の優位性 を発揮 した金融商品である。1999年6月,中 国銀行 は 「一聯網」 （中国

銀行 と提携証券会社間のコンピューター ・ネットワークシステム）を開通 し,中 国銀行の41支 店で証券

の決済業務サー ビスを始めた。

 保険の銀行窓口販売業務,投 資信託の銀行 窓口販売業務は,銀 行の拠点網を利用 し,銀 行の有 し

ている顧客にファン ドと保険商品のクロス ・セー リングを目指 したものである。大手,準 大手及び

一部の外資生保会社 は銀行窓口での保険販売,保 険料の 口座引き落 としに関する業務提携 を行 った。

一部の内国生保会社 は社内に 「銀行保険部」を設立し,積 極的に取 り組んでいる。現在,銀 行窓口

での販売商品は一部の投資連結保険や年金などの貯蓄性商品に限 られているが,営 業職員販売,直

接販売に次 ぐ補完的な販売チャネルとして注 目されている。今,銀 行の窓口や郵便局による保険商

品の販売がブーム となりつつある。その中で,商 品販売実績の半分以上が銀行の窓販に頼っている
         41）
生命保険会社 もあ る。筆者が中国の銀行,証 券会社8社 に対 して,企 業 間提携につ いてインタ
       42）
ビュー したところ,銀 行による保険商品の窓口販売 と銀行,証 券会社の 「銀証通」業務については

大 きな成果 を上げてきたことが分かった。例えば,興 業銀行の場合は,保 険会社 と提携 を結び,興

業銀行 で保険業務 を兼営している。 これは,た だ,保 険会社が銀行支店の地理的な優勢 と顧客資源

を利用 し,販 売を拡大するためのものではな く,銀 行が保険会社の窓口を通 じて,顧 客 と直接交流

し,顧 客のニーズを把握 し,顧 客 とよい関係 を保つことにも非常に意義があると指摘す ることが出

来 る。そのほかに保険会社の販売 ノウハウを銀行に導入 し,銀 行商品の販売に活用 したことにより,

収益性を高めてきた。保険業の金融商品販売 ノウハウ,先 進的な経営理念が銀行 と証券会社に とっ

てはきわめて学習する価値の高い経営資源 と認識されている。

 中国人顧客のニーズと中国資本市場の発展ぶ りに合 うような中国特有の金融商品開発 も国内金融

機関提携の重要分野である。同じ保険業の例 を挙げると,1999年 に外国か ら導入 した投資連結保険

商品の好調は長 く続かなかった。2001年 後半から,投 資環境が悪化 し,株 式市場の低迷の影響 で,

投資連結保険商品の運用実績が悪 くな り,ト ラブルが急増した。特にその元祖である平安保険公司

は,全 国的な範囲で数多 くの トラブルを引き起 こした。 これを受けて,投 資連結商品の人気が急激

に下落 した。

41） 沙銀 華 『中国に おけ る生保 商 品の銀行 窓 口販 売 の現状 』保 険毎 日新 聞,2003年6月5日 。

42） 筆 者 は中 国銀 行,興 業 銀行,中 信集 団,光 大 集 団,湘 財証 券,興 安 証券,国 泰 君安 証 券,天 同証券

 な ど8社 の金 融企業 に対 して,中 国金 融業 の戦 略 的提携 問題 につ い て イン タビュー を行 った。
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 これによって,生 保会社の逆 ざや改善への希望 はだんだん薄れ,そ の代わ りに,保 険会社 は銀行,

証券会社 と提携 し,配 当付 き生保商品を開発 した。配当付 き商品は,終 身,養i老,年 金保険に保険

会社の運用実績を合わせて,利 益の配当を付けたパ ッケージ型商品である。各生保会社は,生 保商

品の保障性 を重視す ると同時に,少 額投資有配当商品の販売性 も付 くという方式で,消 費者の投資

心理に合わせ るように伝統的な生保商品を配当付 きにし,市 場で主力生保商品として販売している。

特に中国医療保険制度の改革により消費者の医療保 険への関心が高まっていることもあ り,保 障 と

貯蓄機能 を有する 「有配当重大疾病保険」,「有配当両全 （養老）保険」などの商品が人気を呼んで

いる。

 さらに,2002年 に入 り,生 保会社は,銀 行 と連携 し,貯 蓄型の簡易生保商品を開発 し,銀 行 の営

業拠点の窓口を利用 して,簡 易型の生保商品を販売するとい うブームが起 きた。銀行窓販最大の特

徴は,販 売 コス トを大幅に節約できるということである。2002年11月 までの銀行窓販の保険料収入

は約50億 人民元になり,同 期新規生保契約の保険料65億 人民元の約77%を 占める。

 上の保険会社の例か らみたように,今 後 も,国 内金融機関間は,さ らに提携 を深め,経 営資源の

獲得だけではなく,他 分野の知識,ノ ウハウを学習することによる新商品開発,サ ー ビスの多様化

を実現 し,金 融機関の競争力の向上に槃げてい くことが考えられる。

3.5 国外金融機関からの現代企業制度の学習

 中国が,熾 烈化す る競争 と脅威 を覚悟 しながらもWTOへ の加盟を断行 した狙いは,何 よ りも

中国経済 を国際ルールに組み込み,外 圧を利用することによって,行 き詰まっている国有企業や金

融業等の改革を促進 し,競 争原理主義の市場経済への移行 を加速す るところにあろう。

 中国の銀行業は,長 期問にわたって,ほ ぼ閉鎖的な状態で運営 されていた。銀行の政策決定 も政

府かちの影響 を受けやす く,近 年の国有企業経営不振からの影響 もあ り,効 率性は低下 している。

筆者が中国の四大国有銀行の一つである中国銀行 をインタビュー したところ,中 国銀行は他の銀行

と比べ,支 店網が地理的にずいぶん有利な地位に恵まれているにもかかわらず,保 険商品の銀行窓

口販売,証 券会社 との提携業務 「銀証通」の業績はそれほど好ましくないことが分かった。 その原

因の一つは,中 国銀行に国有企業の経営意識がまだ強 く残 っていて,市 場化が進んでいる保険会社

との協調性に欠けているということが指摘できる。そのほか,人 事制度 と賃金制度の面において も

他の金融企業 より保守的であるため,経 営体制の変革,社 員の動機付けなどにも大きな問題 を抱え

ている。

 経営体制か らみれば,中 国の銀行は現代商業銀行の運営 メカニズムをまだ構築できていないので

ある。中国金融システム改革の 目標は 「社会主義市場経済」に適応す る現代金融システムの確立で

ある。社会主義市場経済にふさわしい金融システムを構築す るために,今 までは金融制度の整備,

中央銀行の金融監督 ・管理 システムの強化などが行われてきた。これからは金融機関の効率 を高め,
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経営体制改革による現代企業制度 を確立す ることが,中 国金融改革の中心 となって くる。

 国有商業銀行の改革について,2001年12月 に当時中国人民銀行の戴相龍行長は,「国有独資商業

銀行 の改革テンポを速め,中 国の銀行業の全体競争力 を高める必要がある。国有銀行 は,商 業化,

株式会社化の方向に沿って,総 合的な改革 を段階的に進める。第1段 階は,経 営管理制度 を見直 し,

会社法にもとつ く国有会社 に改組する。第2段 階は,国 が支配権を有する株式制の商業銀行に改組

し,国 内の企業,個 人,外 国資本が出資できるようにし,コ ーポレー トガバナンスの改善を含む経

営メカニズムの問題 を解決する。第3段 階 としては,株 式制銀行を上場会社化す る。5年 あるいは

それよ り長い期間で,国 際金融市場で競争力を有す る近代的大型商業銀行の実現 をめ ざす。」 との
     437
方針を示 した。

 上述の方針 を実現す る方法 として,2003年10月14日 に,中 国共産党第16期 中央委員会第3回 全体

会議にて採択 された 「社会主義市場経済 システムの改善 におけ る諸問題 に関す る決定」 （以下は

「決定」と呼ぶ）には,国 有四大商業銀行について,不 良債権処理の加速,資 本の拡充,株 式会社化

の実施などが明記された。この 「決定」は中国の経済改革の中でも最 も重要な改革 とされる金融セ

クター改革の本格化 を促す ものとして注 目されている。 これを受ける形で,中 国政府は,11月 末,
                                         44）
黄菊 ・国務院副総理 をヘ ッ ドとする 「国有商業銀行株式会社化指導 グループ」 を発足させた。早 く

も公的資金の注入による不良債権処理,国 有金融機関の株式会社化 と金融機関の株式上場 を推進す

る措置 として2004年1月6日,中 国人民銀行は国務院が450億 ドル （約3,725億 元）の国家保有の外
                                  45）
貨を国有商業銀行である中国銀行 と中国建設銀行に注入したことを発表 した。今 回の資本注入を受

け,中 国建設銀行は,株 式会社化 を実現す るために,経 営システム と管理体制 を立て直す改革方針
    46）
を発表 した。また,「 中国建設銀行株式会社」は2004年 中にも,香 港の株式市場で上場する可能性

が高いとみられている。

 中国金融機関の株式上場 と資本提携は,外 国金融機関との中長期的な戦略的提携の分野である。

中国の商業銀行のうち3行 （深flq発展銀行,上 海浦東発展銀行,民 生銀行）が株式を国内で上場 して

いる。 また未上場の多 くの商業銀行 も内外市場での上場 を目指 している。株式の上場はコーポレー

トガバナンスの改善に役立つ。 また機関投資家の厳 しい経営評価は,銀 行経営のレベル向上につな

43） 「全 面提 高我 国銀 行業 競争 能 力」 『金 融 時報』2001年12月29日 を参照 。

44）2003年12月1日 付 『中国新 聞』 （イ ンター ネ ッ ト版 ）。

45） また,国 務 院 は二つ の銀行 に対 して,① 株 式会社 化 を行 い,国 内外 の 戦略 投資 家 を受 け 入れ るこ と,

 ② リス ク管理体 制 を充実 し,株 主総会,役 員会 の役 割 と権 限 を明確 にす るこ と,③ 外部 か ら監督 と検

 査 を強化 し,注 入 した資金 の安全 性 と適切 な リター ン を確保 す るこ と,な ど を要 請 して い る。

46） 改 革の具 体 的 な内容 は次 の とお りで あ る。① 権 限 と責 任 を明確 に し,経 営 者 を監督 で き る経営 シス

 テ ム を立 て る こ と,② リス ク管理 を増 強 し,優i良 資産 を高 い レベ ル で維持 す るこ と,③ 市場 へ の対応

 能 力 と管理 効率 を上 げ,発 展戦 略 と経営 目標 を明確 化 し,競 争 力 を増強 す る こ と,④ 長 期 投資 に対す

 る適切 な リター ン を確保 で きる財 務 管理体 制 と経営 管理 者 と従 業貝 の能 力 を発 揮 で き る賃金 管理体 制

 を立 て,情 報 開示 システ ム を改善 す るこ と。
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がる。国外上場に関し,外 銀 と資本提携 をすることで,経 営管理の改善,資 本充実が十分期待でき

る。

 一方,外 国金融”Ir関の中国金融機関への直接資本参加によ り,外 国の先進的な経営体制を導入す

ることにも力を入れて きた。2003年4月 に発足 した中国銀行業監督委員会は数ヶ月の検討を経て,

2003年12月8日,「 外 国金融機i関の中国金融機関への出資管理規定」（以下は 「規定」とする）を公
  47）
表 した。 これによ り,外 国投資家による中国の金融機関への投資が正式に開放されるようになった。

 今度の規制緩和 と対外開放は,二 つの中国金融機関改革の問題解決に期待 を寄せている。一つは

金融機関の自己資本の充実である。中国の金融機関は,資 産規模が拡大するにつれ,自 己資本が不
             48）
足す るようになってきている。WTOへ の加盟後中国の銀行業は,経 済のグローバ リゼーション

に適応 して,国 際金融市場へ融和す ることを要求す る。中国銀行 も国際銀行 のルールを尊重 し,

BIS規 制 を準則 とする国際銀行の監督 ・管理基準 と方法を用いて経営管理 を行 わなければならな く

なる。外資銀行は十分 な資金力,先 進的な管理経験,先 端的なサービス技術 と高い信頼 を有す。中

国の銀行は商業銀行へ改革す る発展段階にあり,経 営管理システムの改善 を必要 とするところが多

く,外 国金融機関の資本参加により,中 国金融機関の自己資本の充実 を図るとともに,外 国金融機

関か ら現代企業の経営体制 を学習 し,中 国金融業の競争レベルの向上,金 融業サー ビスの改善を促

進す ることを期待 している。

 もう一つの問題は,中 国金融機関は国有であり,主 な出資者が政府及び政府関連機関,国 有企業
                              49）
であるため,ガ バナンスの問題はなかなか解決できないことである。

 2001年 以降,株 式制の商業銀行 と都市商業銀行において外国資本の導入例 はすでに発生 している

（第3節 表3-2を参照）。今回の 「規則」では出資比率の上限が,15%か ら20%へ 引上げられ ることと

なる。これにより外国資本の経営への参加の度合いが高まり,金 融機関のガバナンスを向上させ る

ことも期待 されているようである。また,外 国投資家が出資できるのは農村信用合作社 までのすべ

ての金融機関であり,特 に国有四大商業銀行の株式会社化,海 外の戦略投資家の受け入れ という方

47） 今般 の 「規定 」 の主 な 内容 は次の 通 り。① 国際 金融機 関 が,中 国 の商業 銀行,都 市信 用合 作社,農

 村信 用合作 社,信 託 投 資会社,フ ァイナ ン スカ ンパニー,金 融 リー ス会社 に投資 す るに は,中 国銀行

 業監督 管理 委員 会 の認 可が 必要 で あ る。② 中国の金 融機 関へ の 出資 者の 資格 は規 定 され る。③外 国投

 資家1社 当 りの 出資比率 の 上限 は20%,④ 複数 の外 国投 資 家が 出資 し,そ の 出資 比率 の合 計が25%以

 上 となった場 合,金 融機 関 に関 す る監督 管理上 の位 置付 け は次 の とお りとな る。⑤ 適格 外 国機 関投 資

 家 （QFII） に よる中 国上 場金 融 機 関 の流通 株 の購 入 に は本 規定 は適 用 され な い。 自動 車 ロー ン会 社

 へ の出資 につ いて は,「 自動 車金 融会 社 管理 規 定 」が 適用 され る。⑥ この規 定 は,2003年12月31日 よ

 り施行 。

48）2002年 の商業 銀行 の 自己資本 比率 をみ る と,国 有 商業 銀行 では,中 国工 商業 銀行 が5.54%,中 国建

 設銀行 が6.88%な ど とな ってお り,株 式制 商業 銀行 では,中 信実 業銀 行 が5.85%,民 生 銀行 が7.11%

 （2003年6月 末値 ） な どとな ってい る。具体 的 な 内容 はQ2003年 中国金融 統計 年鑑 』 を参照 。

49） 例 えば,2002年 の株 式の構 成 をみ る と,商 業 銀行 であ る招商 銀行 に おい て,政 府保有 株 式 の割 合 は

 39.1%,都 市 商業 銀行 で あ る上 海銀行 にお いて も,国 有 資産 経営 会社 や財 政局,国 有 企業 が 占め る割

 合 は22.24%に 達 して い る。
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向の中で,外 国資本 を導入す ることによって外国銀行が中国の銀行 に対す るア ドバイザー としての

役割 を果 たす意図が窺える。中国の個別銀行の経営戦略,情 報技術 （IT）戦略の策定,ガ バナンス,

資金運用,リ スクマネージメン トなどには改善すべ き点が多々あるため,外 銀による全面的な診断

と改善提案が必要 となろう。外国の金融機関がマイノリティーの出資 をすることによって,中 国側

は,資 金調達を行 うとともに,デ ィスクロージャーや株主構成の改善が期待 できよう。

 一方,中 国金融機関の経営革新 は,国 有企業改革ない し経済改革の成功にも繋がっている。中国

の社会主義市場経済は1993年 に確立されたが,資 本の役割に対する政府の認識不足が原因で,新 し

い資本市場の設立と証券投資商品の多様化に消極的となっていた。株式市場 も,政 府の干渉の下,

国有企業の資金調達の場 となってお り,一 般投資家の利益は長期的に無視 されていた。2003年 採択

された 「社会主義市場経済システムの改善におけ る諸問題に関する決定」 と2004年1月 の 「資本市

場の改革 ・開放 と安定的な発展 を促進す ることに関す る若干の意見」の中で,政 府は,資 本市場の

発展が資源配分の最適化 をもたらし,長 期投資を促進するものであると認識し,新 しい資本市場の

設立 と証券投資商品の多様化 を提唱し,一 般投資家の利益を守る重要性 を強調 している。「社会主

義市場経済に適 した金融システム」を実現するために,既 存の国有商業銀行 を株式会社制度の商業

銀行に再編するとともに,直 接金融市場の構築が必要不可欠である。 とくに証券市場の振興は国有

企業の民営化 に寄与し,中 国におけるコーポレー トガバナンスの定着にもつながる。

 中国の株式市場 を活用す るため,中 国の金融機関が外国の投資銀行 と提携する可能性がある。中

長期の債券市場 を発展させ るため,外 銀は社債や債務の証券化の分野での専門性 を発揮し,中 国の

銀行の人民元資金 を有効に運用することもで きるようになる。将来,人 民元の金利や為替レー トの

自由化が進むことで金融派生商品が発展することになるが,外 銀が圧倒的なノウハウと経験を持っ

ているため,提 携による学習が非常に重要である。

WTOへ の加盟は国内金融機関に強大な競争圧力 を与えるとともに,中 国金融業に有効な競争 メ

カニズムを導入す るチャンスにもなる。外国金融機関からの衝撃は中国の金融改革にとって必要な

ものであるか も知れない。中国の銀行の抱えている問題が改善 されないと,経 済発展の阻害要因に

なりかねないという認識は前からあったが,国 有企業に絡む既得権益層や社会全体への影響を配慮

して改革が引延ばされて きた。外銀か らの圧力はちょうどこうした改革 を促進する格好にな り,国

有商業銀行の独 占的状態か らの脱 出,民 間銀行の育成,ユ ニバーサル ・バ ンク化などを含め,中 国

の銀行業界は本格的な改革への途に入 らざるをえな くなった。中国金融機関はこれをきっかけに,

外国に倣 って,現 代企業制度の確立 も期待できるだろう。

4 中国金融業界における戦略的提携の問題点 と課題

中国金融機関の戦略的提携を成功させて,金 融機関の競争力の向上と現代企業制度の確立を実現
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するためには,問 題 と課題が まだ山積 している。
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4.1 中国金融業界における戦略的提携の問題点

 ① 規制問題

 提携範囲,レ ベルの規制は金融業の提携 を阻害する重要 な要因である。例えば,保 険会社の資金

運用において,証 券,銀 行業務への参入について大幅な規制が加えられていることが,保 険業界の

発展を減速 させ る要因 となっている。銀行預金や政府債券に限定 された運用では,新 規加入者を爆

発的に増加 させ るような魅力的な商品の開発は不可能である。この問題を解消するためには,早 期

に資産運用上の制限を緩和す ることが求め られる。保険業界の要請を受けて,資 産運用手段が多様

化 され ることで,逆 ざやの問題 を解決できるのは もちろん,保 険会社 としてもより魅力ある商品を

開発す ることができるようにな り,保 険の普及が加速 されることになる。さらに,保 険会社による

証券市場への投資が活発になることで,中 国の株式市場の活性化にもつなが ると思われる。

 ② 金融市場秩序の混乱と金融会社の不正行為

 業際規制緩和,総 合金融サー ビスなどによる金融市場秩序の混乱 と金融会社の不正行為 も起 こり

かねないことである。93年 以前の金融混乱に対 して整理,整 頓措置を取ったが十分 に機能 していな

かった。98年 には金融の三乱 と呼ばれる 「勝手な資金集め」「勝手に金融機関を設立」「勝手に金融

業務 を行 う」事態が発生 し,再 び国内金融秩序 を混乱させたことがあった。

 その原因は,第1に 中国では,金 融法規が まだ不十分であるため,総 合金融業 を行 うための準拠

すべ きルールがで きていないこと,第2に 商業銀行の経営陣のレベ ルが低 く,十 分 な内部 コン ト

ロールが行われず,自 己規制メカニズムが働かないこと,第3は,監 督管理の体制,レ ベルが総合

金融業を監督できるほど高 くないことなどが考えられる。本文の第1節 で論 じた利益相反の問題は

中国でも起こりうると考えられている。このような問題 を防 ぐために,現 段階では,分 業管理体制

を維持 ・強化 し,市 場健全化の措置 を取る必要がある。

 ③ 企業制度の相違 と文化の衝突

 企業文化の融合は戦略的提携の成功要因 として認識されている。 しかし,中 国金融機関は従来の

国営企業経営体制改革が遅れて,外 国金融機関 と提携を進め る上で,企 業文化,制 度の衝突が提携

の成果 を上げるのに組織上最大の阻害要因 となっている。

 ④ 技術 レベルの制限

 提携商品,サ ー ビスの実現には情報 システムの整備が重要な前提条件 となる。中国の保険会社の

情報処理 システムは大変遅れているため,提 携業務の発展 を大 きく牽制する要因となる。

 ⑤ 戦略的差別化の欠如

 今中国の金融機関はほとんど同 じようなタイプの提携を行 っているが,企 業それぞれの強みを引

き出すような差別化 した提携 こそが企業の競争優位の構築に繋がってい くことか ら,戦 略の差別化
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は金融企業の重要課題 となる。
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4。2 中国金融業界における戦略的提携の課題

 以上のような問題点 を解決 し,中 国金融業界における戦略的提携 を成功させるためには,ま ず,

提携分野の範囲を拡大 し,か つ高いレベルで提携 を強化す る必要がある。次に,中 国の金融機関は

それぞれの強みを活か した差別化の提携戦略により,外 国金融機関か ら学習 したノウハウを中国金

融機関内部で活か し,中 国金融機関の競争力の向上 に繋げていくことである。そうすることによっ

て最終的に,中 国金融機関の戦略的提携の究極の目標である現代企業制度の確立 を実現 し,社 会主

義的市場経済に適 した金融システム という改革 目標の実現に貢献す ることになる。

結び

 現在中国金融業において行 われている戦略的提携は,補 完的な経営資源の相互利用,不 足 してい

る専門知識 ・ノウハウの学習 という相互補完型の提携だと言える。 しかし,中 国金融企業にとって,

これか らの激 しい競争 を勝 ち抜 くためには,自 ら競争優位 を構築す ることが重要な課題 となってい

る。提携で獲得 した経営資源 と学習した技術 ・ノウハウを組織内部学習により企業の競争優位構築

に結びつけることこそ,戦 略的提携の意義の所在だ と言えよう。

 一方,中 国金融改革の 目標 としては,社 会主義的な市場経済に適 した金融 システムの確立であっ

て,中 国金融機関が外国金融機関 と競争 しながら中国の社会制度 ・法律 ・規制に合った金融商品と

サービスを提供す ることである。したがって,中 国企業が学習 した外国の技術 ・ノウハウ ・企業管

理体制などをいかに中国の国情に適 した形に転換 してい くかが重要になり,国 内外金融機関 との戦

略的提携 を通 じて中国的な経営戦略を共同創造してい くことが,こ れか らの中国の金融発展に とっ

て大 きな課題 となる。
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